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平成３０年第２回足寄町議会定例会議事録（第３号）
平成３０年６月１５日（金曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 熊 澤 芳 潔 君 ２番 榊 原 深 雪 君

３番 多治見 亮 一 君 ４番 木 村 明 雄 君

５番 川 上 初太郎 君 ６番 前 田 秀 夫 君

７番 田 利 正 文 君 ８番 高 道 洋 子 君

９番 髙 橋 健 一 君 １０番 星 孝 道 君

１１番 髙 橋 秀 樹 君 １２番 井 脇 昌 美 君

１３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 安久津 勝 彦 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

足寄町農業委員会会長 齋 藤 陽 敬 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 渡 辺 俊 一 君

総 務 課 長 大 野 雅 司 君

福 祉 課 長 丸 山 晃 徳 君

住 民 課 長 松 野 孝 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 増 田 徹 君

国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君

会 計 管 理 者 佐々木 雅 宏 君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 沼 田 聡 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

事 務 局 次 長 横 田 晋 一 君

総 務 担 当 主 査 西 岡 潤 君
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◎議事日程

日程第 １ 議案第６９号 平成３０年度足寄町一般会計補正予算（第２号）＜Ｐ３～Ｐ

２６＞

日程第 ２ 議案第７０号 平成３０年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第１号）＜

Ｐ３～Ｐ２６＞

日程第 ３ 議案第７１号 平成３０年度足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）＜Ｐ３～Ｐ２６＞

日程第 ４ 議案第７２号 平成３０年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

事業特別会計補正予算（第１号）＜Ｐ３～Ｐ２６＞

追加日程第 １ 議案第７３号 足寄小学校大規模改修（建具）工事請負契約について＜Ｐ２

６～Ｐ２７＞

追加日程第 ２ 決議案第１号 議会のあり方調査特別委員会の設置に関する決議＜Ｐ２７＞

追加日程第 ３ 意見書案第１号 北海道主要基幹農作物種子条例の制定にに関する意見書＜Ｐ

２７～Ｐ２８＞

追加日程第 ４ 請 願第２号 空き地及び空き家を適正に管理することの請願書＜Ｐ２８＞

追加日程第 ５ 講師派遣の件＜Ｐ２８＞

追加日程第 ６ 所管事務調査期限の延期について（総務産業常任委員会・文教厚生常任委員

会）＜Ｐ２８＞

追加日程第 ７ 閉会中継続調査申出書（総務産業常任委員会・広報広聴常任委員会・議会運

営委員会）＜Ｐ２８～Ｐ２９＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはようご

ざいます。

全員の出席であります。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 昨

日開催されました第２回定例会に伴う議会運

営委員会の協議の結果を報告します。

本日は、最初に議案第６９号から議案第７

２号までの平成３０年度補正予算の提案説明

を受けた後、即決で審議いたします。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

ここで、暫時休憩をいたします。

休憩中に表彰状の伝達を行います。

午前１０時０１分 休憩

午前１０時０４分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議案第６９号から議案第７２号まで

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 議案第６

９号平成３０年度足寄町一般会計補正予算

（第２号）から日程第４ 議案第７２号平成

３０年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土

地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）

までの４件を一括議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君） ただいま、議題と

なりました議案第６９号平成３０年度足寄町

一般会計補正予算（第２号）から議案第７２

号平成３０年度足寄町足寄都市計画足寄市街

地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第

１号）まで、一括提案理由の御説明を申し上

げます。

補正予算つづり１ページをお願いをいたし

ます。

議案第６９号平成３０年度足寄町一般会計

補正予算（第２号）について、御説明申し上

げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５

億２,７１９万７,０００円を追加をし、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０７億

３,８０３万１,０００円とするものでござい

ます。

歳出の主なものから御説明を申し上げま

す。

１２ページをお願いいたします。

１２ページ、第２款総務費、第１項総務管

理費、第８目財産管理費、第１３節委託料に

おきまして、（仮称）芽登集落センター基本

設計業務といたしまして５３３万８,０００

円を計上をいたしました。

なお、この委託業務の中で、かねてから芽

登郵便局、これ建設されてから相当年数が

たっておりまして、議長ともども郵政株式会

社のほうに建てかえの要請に上がっていたと

ころでありますけれども、正直言って色よい

返事がいただいておりません。で、この改修

にあわせて先方のほうに、この集落セン

ター、仮称でありますけれども、集落セン

ターの中に郵便局入ることはできないかとい

う、こういう打診も進めております。まだ確

定ではございませんけれども、前向きな回答

をいただいてますから、この設計業務の中で

最終的な、入っていただけるとしたら面積も

含めて、あるいは郵便局ですから、構造のこ

とも含めてこの委託業務の中で整理をかけ

て、何とかこの中に入っていただいて、これ

入っていただけるということは、裏を返せば

芽登郵便局の存続、継続にもつながるという

ことでありますから、何とか実現に向けて努
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力をしていきたいという、このあわせてそう

いう兼ね合いもあるということで御承知おき

をいただきたいというふうに思います。

次に、１４ページをお願いをいたします。

１４ページ、第３款民生費、第２項老人福

祉費、第７目高齢者等複合施設運営費におき

きまして、認知症高齢者グループホーム整備

事業といたしまして、委託料、工事請負費な

ど合わせて１億７,３６６万１,０００円を計

上いたしました。

この件につきましては、昨日も髙橋健一議

員からも質問ありましたけれども、本来であ

れば当初予算で計上すべきところでありまし

たけれども、やはり人材確保の面でちょっと

不安な部分もあったということで、見合わせ

ていたわけでありますけれども、昨日も答弁

の中でお答えしたとおり、では、人がそろわ

ないと着工しないのかというと、これはもう

ある意味私ちょっと決断をさせていただきま

した。当然これから先も新しい新卒者の人材

確保も含めて最大限努力をしながら、来年の

４月オープンに向けて、着工したいというこ

とで予算提案をさせていただいたということ

でございますので、御理解いただきたいとい

うふうに思います。

次に、１６ページをお願いをいたします。

１６ページ、第４款衛生費、第３項水道

費、第１目水道費、第２８節操出金におきま

して、簡易水道特別会計操出金を８４０万円

減額をいたしました。

次に、第６款農林水産業費、第１項農業

費、第３目農業振興費、第１５節工事請負費

におきまして、新町温泉付随ガス利用設備整

備工事といたしまして１億２,６２５万２,０

００円を計上をいたしました。この件につき

ましては、この間議会にも逐次報告をしてい

たところでありますけれども、ケアハウスの

温泉、これケアハウスに実質使用しているの

はおおよそ３分の１程度の利用しかしてない

ということ、それとあわせまして、温泉です

からガスが付随しているということで、この

間調査をしていたところでありますけれど

も、この温泉を国道を横断をして今農協のほ

うでイチゴの栽培に手がけているわけであり

ますけれども、ここまで温泉を引っ張って、

そしてそこでガスを分離をして、コージェネ

発電、この施設で賄える、１００％賄えるか

どうかというのはちょっと足りないかもしれ

ませんけれども、そこで発電をして、そこで

消費をするというようなことで、一定の方向

づけができましたので、今回予算計上をさせ

ていただいたということでございます。

既にこの事業につきましては、環境省の補

助金を得るべく補助申請もしているというこ

とでございます。

次に、第１９節負担金、補助及び交付金に

おきまして、有害獣エゾシカ防除施設復旧事

業補助金といたしまして１,５３０万円を計

上をいたしました。これはさきの３月９日の

雨、あるいは川での氷の流れたことによる鹿

柵の被害に対する復旧補助金ということでご

ざいます。

次に、第７目営農用水道等費、第１５節工

事請負費におきまして、西足寄地区専用水道

配水管敷設がえ工事といたしまして７９７万

５,０００円を計上をいたしました。

１８ページをお願いいたします。

１８ページ、第７款商工費、第１項商工

費、第３目観光費、第１５節工事請負費にお

きまして、雌阿寒温泉ガス対策工事といたし

まして３,１２３万２,０００円を計上をいた

しました。この件に関しましても、この間逐

次議会のほうに報告をさせていただいている

ところでありますけれども、この間北見工業

大学のほうにこの対策について、おおよそ１

年ちょっとをかけて試験を実施していただい

ていたところでありますけれども、この対策

工事の中身につきましてもほぼかたまりまし

たので、今回予算計上をさせていただいたと

いうことでございます。

次に、第８款土木費、第２項道路橋梁費、

第１目道路維持費、第１５節工事請負費にお

きまして、町道補修工事といたしまして１,

８００万円を計上をいたしました。
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第２目道路管理費、第１５節工事請負費に

おきまして、防犯灯整備工事といたしまして

２,０２５万円を計上いたしました。

第５目道路新設改良費、第１５節工事請負

費におきまして、大誉地市街通整備工事とい

たしまして９２９万９,０００円を計上いた

しました。

第４項都市計画費、第１目都市計画総務

費、第１５節工事請負費におきまして、三笠

通駐車場フェンス更新工事といたしまして２

８８万４,０００円を計上をいたしました。

２０ページをお願いいたします。

２０ページ、第５目公園事業費におきまし

て、里見が丘公園整備事業といたしまして委

託料、工事請負費合わせて３,６００万円を

計上をいたしました。

第５項住宅費、第２目住宅建設費、第１３

節委託料におきまして、はるにれ団地ＣＬＴ

棟整備調査業務といたしまして４９６万８,

０００円を計上をいたしました。

第９款消防費、第１項消防費、第１目消防

費、第１５節工事請負費におきまして、消防

庁舎訓練塔バルコニー解体撤去工事といたし

まして３５０万３,０００円を計上をいたし

ました。

２２ページをお願いいたします。

２２ページ、第１０款教育費、第２項小学

校費、第３目学校建設費、第１５節工事請負

費におきまして、足寄小学校教員住宅新築工

事といたしまして５,７００万３,０００円を

計上いたしました。

第３項中学校費、第３目学校建設費、第１

５節工事請負費におきまして、足寄中学校教

員住宅解体工事といたしまして２３２万２,

０００円を計上をいたしました。

以上で歳出を終わり、次に歳入について御

説明申し上げます。

８ページにお戻りください。

８ページ、第１４款国庫支出金、第１５款

道支出金におきまして、それぞれ事業費見合

いの補助金、委託金を計上をいたしておりま

す。

第１８款繰入金、第１項基金繰入金におき

まして、財政調整基金繰入金１億２,６７０

万５,０００円を計上いたしました。

１０ページをお願いいたします。

１０ページ、第２１款町債、第１項町債に

おきまして、辺地対策事業債６,１１０万

円、過疎対策事業債１億９,２３０万円を計

上いたしました。

以上が歳入の主な事項でございます。

４ページにお戻りください。

４ページ、第２表、債務負担行為補正、追

加１件、第３表、地方債補正、変更２件をお

願いしてございます。

以上で、平成３０年度足寄町一般会計補正

予算（第２号）についての説明を終わりま

す。

次に、特別会計について御説明を申し上げ

ます。

２５ページをお願いいたします。

２５ページ、議案第７０号平成３０年度足

寄町簡易水道特別会計補正予算（第１号）に

ついて御説明を申し上げます。

歳入において財源調整を行ったもので、歳

入歳出予算の総額に変更はございません。

２６ページをお願いいたします。

２６ページ、第２表におきまして地方債補

正、変更１件をお願いしてございます。

次に、３３ページをお願いいたします。

３３ページ、議案第７１号平成３０年度足

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について、御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３

２４万円を追加をし、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ６億３,８９６万８,０００

円とするものでございます。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

すべき事項がございませんので、省略をさせ

ていただきます。

次に４１ページをお願いいたします。

４１ページ、議案第７２号平成３０年度足

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

事業特別会計補正予算（第１号）について御
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説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

１１万７,０００円を減額をし、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ５,３７７万９,

０００円とするものでございます。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

すべき事項がございませんので、省略をさせ

ていただきます。

以上で、議案第６９号平成３０年度足寄町

一般会計補正予算（第２号）から議案第７２

号平成３０年度足寄町足寄都市計画足寄市街

地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第

１号）までの提案理由の説明とさせていただ

きます。

御審議のほどをよろしくお願いを申し上げ

ます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、議案第６９号平成３０年度足寄

町一般会計補正予算（第２号）の件の質疑を

行います。

１２ページをお開きください。

第１款議会費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、第２款総務

費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に１２ページから

１６ページ、第３款民生費、質疑はございま

せんか。

７番。

○７番（田利正文君） 関連質問なのですけ

れども、説明資料の５１ページに図がついて

おりますが、小さくてちょっとわからなく

て、担当課に行って倍の地図をもらってきま

した。

何を聞きたいかというと、新しくできるグ

ループホームの渡り廊下でつなぐことになっ

てます。図面で見ると２メートルとなってい

るのですね。大きい図面をいただいて見ます

と、旧のほうに、これ何と言っているので

しょうかね。ごみ箱のところ延長ラインと書

いてあるところあるのですけれども、そこの

ところが２メートルよりぐっと幅が狭くなっ

ているのですよ。この新しくできるグループ

ホームの入居される方に食事を提供するとき

に、まさかお盆で１個ずつ運ぶわけではない

と思うのですね。多分私が入院していたとき

みたいに車つきのストレッチャーで運んでく

るのだと思うのですけれども、そのときにこ

の幅で大丈夫なのかという思いがあったもの

ですから、ちょっとお聞きしたいのですけれ

ども。まずそれ１点です。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） 福祉課長でござ

います。答弁させていただきます。

既存の施設のところの渡り廊下、確かに物

置となってまして、本来２メートルの幅のと

ころその物置等があるので、確保できている

ところが今１メーター０５、１０５センチだ

そうです。

今むすびれっじに実際にある温かいものは

温かいまま、冷たいものは冷たいままという

ような形でその料理をワゴンにセットして、

衛生上も問題なく運べるワゴンというのが、

幅が９８センチ、９７センチか、残り８セン

チぐらいということで、ぎりぎりなのですけ

れども、そのワゴンを使うということであれ

ば通るということは確認できているのです

が。一般的なワゴンでいえば７７センチぐら

いが基本で、このワゴンを変えるのか、建物

を変えるのか、幅を変えるのか、構造を変え

るのかといいますと、なかなか幅をこれから

変えるというのはなかなか難しいところで、

運ぶワゴンなりで工夫なり慎重に運んでいく

という形で、料理を、できたての料理を衛生

面に問題なく運ぶことは今の状況でも可能と

いうようなお話をいただいたところでござい

ます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） はい。物理的には可

能だというのはわかりました。

この図面を見ると、ごみ箱のところにドア
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があるのですよね。間違いなく食事を運んで

いるときにドアがあかないという保証がある

のかどうか、その辺のところをきちんと、何

というのだろうか、勤務されている方のマ

ニュアルというのでしょうか、しておかない

と、もしぶつかったときにまたいろいろな問

題起こりますよね。そういう心配は大丈夫な

のでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） その点の部分も

検討したところ、引き戸ではなくスライドの

ドアでして、対応が可能ではないかというこ

とで、その方向で今調整をしているというこ

とでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） もう一点ですけれど

も、食事をつくってそこまで運ぶわけですよ

ね。食事をつくる場所が現在のキッチンとい

いますか、厨房といいますか、そこからつ

くって運ぶと思いますけれども、その渡り廊

下に行くまでの間に、これいただいた図面で

いくと壁がある気がするのですけれども、こ

の壁は取っ払って真っすぐにするということ

でしょうか。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） 壁というのは、

既存の施設の壁というところ、ちょっと今そ

の部分がわからないのですけれども、間違い

なく壁があって移動できないとかという、そ

んなむちゃな設計なり、構造には全くしてま

せんので、必ず、先ほども言ったワゴンが衛

生面でも問題なくできたてのものを運べるよ

うな仕組みが、今の状態でも間違いなく設計

できているというふうに確信しております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 他に、質疑はござい

ませんか。民生費。

８番。

○８番（高道洋子君） １４ページの７款高

齢者等複合施設運営費という、そこを質問し

ます。

５０ページの説明書からも新たな認知症の

高齢者グループホームを９床増設するとい

う、整備するための１億７,３００万円、そ

ういう大きな金額が事業費として計上、補正

されております。

昨日の一般質問の中でも、委託先は社会福

祉協議会と今協議中というか、予定されてい

るというお話でした。

そこで、建設することについては今町内で

も認知症の人がたくさんいたり、また予備軍

の人がたくさんどんどんこれからふえていき

まして、本当に関係者にしてみれば、また当

事者、関係者にしてみれば、本当に首を長く

して待っている施設でないかなと、それは推

察できまして、建てることについては本当に

反対ということではありません。

そこで心配されますことは、ここ二、三

年、そういう福祉施設がどんどんありがたい

ことにできまして、この半分以上というか、

８割方は委託先が社会福祉協議会というふう

に認識しております。

そういう中で、社会福祉協議会も本当に少

ない人数で大変な重い、幅広い、なれない仕

事を今一生懸命やっているのだなということ

も、外から見て推察できるのですけれども、

そこで、そういう重たい仕事であるだけに、

社会福祉協議会の今の現状での体制の中でど

んどん、どんどんそういう委託されまして、

ちょっと心配なのですけれども、大丈夫なの

かどうなのかということを１点目に聞きたい

と思います。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） 今回新たに増設

するグループホーム９床についてはもう社会

福祉協議会への委託を前提としたお話をさせ

ていただいてます。

この経緯としましては、グループホームは

必要だと、そこでどういう事業者でやってい

ただけるかというところを検討、まず第一に

しました。これまでの９床をしているグルー

プホームが２事業所ございまして、社会福祉

協議会とＮＰＯママサポートえぷろんさん。



― 8―

一般的にグループホームは９床、９部屋を２

つのユニット、１８人の定員で別棟でもくっ

つけて、併設の形で１８人をするぐらいが経

営的にはちょうど適切な規模だということ

で、多くのところがその２ユニットになって

ます。

全く違う事業所ということも考えられるの

ですけれども、なかなか新たに新規でやって

いただけるようなところというのは、先日も

お話ししておりましたとおり、事業所に人が

集まらないゆえ、新たな事業所が新たな介護

施設をつくることが非常に困難だということ

でございますので、今の既存の２事業者のほ

うにお話をさせていただきました。ママサ

ポートえぷろんさんはやはり人の確保という

部分で無責任なことはできないので、この御

時世ではちょっともう１ユニットは難しいと

いうお話で、また社会福祉協議会さんのほう

は町がそのような施設を必要としていて、今

既存のむすびれっじがこの施設の中でまたも

う一ユニットでつくっていただくということ

であれば、人材確保なりというのは非常に難

しい部分がございますけれども、町がやれと

いうことであれば、やはり社会福祉協議会と

しても必要だというふうに感じているという

ことであるので、既存の指定管理者制度の中

でもう１ユニットお願いするような方向で話

を進めさせていただいてます。

そのような状況で、また別に公募して来る

かというと、なかなか難しい部分ございます

し、また今回２月に指定管理者制度の更新と

いうことで、これまでむすびれっじを社会福

祉協議会でやっていただいて、実績もあり町

の社会福祉、保健医療、福祉の連携の部分

で、重要な位置づけとなっていて、福祉を進

めるにはもう役場の福祉課とやはり福祉協議

会との、その両輪で進めていくという方向で

進めていかないと、新たな事業所も来ないし

人も入ってこない中では、もう１社独占にな

るのではないかとか、人がいないがゆえに

サービスが、質が落ちるのではないかという

ような危惧もございますけれども、そこは町

と社会福祉協議会で課題を整理して、町がや

れるところは町が補填してという形で進めて

いこうということでこのような流れになって

おります。

いろいろこれからも課題とかございました

ら、町が、委託事業者でありまたペア、ペア

ですね、ペアというか、お互いの双方の対等

な立場で福祉のことを進めていきたいという

ふうに考えておるところでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（高道洋子君） わかりました。

きのうの質問の中にも、人材がなかなかい

なくて見切り発車という言葉も出てきました

し、それから最近の社協の仕事っぷりやら新

たなことを見てますと、あれですよね。福祉

課からの丸投げという言葉も私は使いたくあ

りませんけれども、だけれども本当に大変だ

な、なれない中で大変だなということが、外

から見受けられます。

社会福祉協議会のあるべき姿というのも今

全国的にいろいろな意味で、議会でも全国レ

ベルでこれから先ですね、どうあるべきかと

いうことで論議されていると伺っております

けれども、全国レベルは別として足寄の社

協、社協からいろいろ苦情やら何やら聞いた

ことは直接ありませんけれども。

私が考えますのに、先ほど課長がおっ

しゃったような民間委託だとか、ＮＰＯと

か、いろいろなところに分散していくこと

も、今後ですね、大事かなというふうに、希

望者はいないにしてもそういう環境づくりも

今後大事でないかなと思うわけです。

それと、今社協ではむすびれっじのほか、

たくさんの就労センターから高齢者グループ

のほうもヘルパー事業から、それから市民後

見制度から、介護ボランティアから、まだま

だたくさんの仕事を抱えておりまして、結論

的には分割したらどうかなということも思う

わけです。だから、余りにも大きな事業主体

なので、それをむすびれっじはむすびれっじ

というふうに、また就労センター、いろいろ
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ほかにたくさんありますけれども、それらを

２つか３つぐらいに大きく分割して、そして

コンパクトに事業を進めていったほうがやり

やすいのではないかなという気が、特に根拠

はありませんけれども、そういうふうに思う

わけです。

その分割することは、社会福祉法の法律に

基づいて社協があるわけだと思いますけれど

も、また補助金の関係からそういうことは難

しいのかもしれませんけれども、分割という

ことに対してどのように思うか、お尋ねいた

します。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） 社会福祉協議会

は社会福祉法人ということで、町がどのよう

な立場でどのような意見を述べるかというと

ころは難しいところでございます。

分割することによる効果という部分でどう

いうことがあるかというのは、ちょっと私

ちょっと想定がちょっと難しいところなので

すけれども、分割することによって事務局が

ふえて、人が回せなくなるですとか、また社

会福祉法人としての社会福祉協議会の本来あ

るべき社会福祉協議会の部分と、就労セン

ターとか介護事業所というのはまた法的なも

のというよりも、社会福祉協議会がやらなけ

ればいけない責務とは違う部分での事業なの

で、その部分との兼ね合いですとかというと

ころで、まず社会福祉協議会の中でもんでい

ただくのがまず一番ではあるかと思います。

大事なのはやはり皆さん言われている人で

あって、まとめてどういうようなかじ取りを

するかというところで、社会福祉協議会が機

能的に分割でどう進むかというところであっ

たり、まとまったままでも全然問題ないので

はないかというところもあるかと思います。

その部分で、町としてこういうような御意

見もありますよということで、社会福祉協議

会のほうには、そういうことがプラスなのか

マイナスなのか、内部でもちょっとお話をし

ていただきたいというようなところと、やは

り人材の確保という部分でいったら、事業所

でも社会福祉協議会がやっている介護保険事

業所ということであると、やはりネームバ

リューがあるというか、安定しているなとい

うことで、働く方もその働く方の親御さんも

ここは安定しているからいいよとかという形

で、かなり小さな事業所で同じ待遇で求人を

しても、やはりそっちの大きなほう、ネーム

バリューのあるほうに行くというところも

あったりしますし、安定した経営という部分

でいくと、今の段階では分割なりを早急にと

いうか、ぜひ検討してくださいというような

立場ではないのかなというふうに考えてござ

います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（高道洋子君） わかりました。

社会福祉協議会というところは本当にあれ

ですよね、事業の、役場等から補助金やら委

託されたり、いろいろ予算の行政的な配慮が

あったりしますけれども、そこで事業として

の黒字、赤字ではいけないよということで、

黒字化を求められ、また一方では利用者さん

にたくさんのサービスをしなければいけな

い。サービス、そしてしかも相手は人間を相

手にする立場の職場でもあるから、そういう

サービスを本当にしなければいかん。それで

いて、待遇改善もしていかなければいけな

い。そして半民半官という公共性も保たねば

ならないという、働いている人も、そしてし

かも少ない人数でたくさんの業務を兼務しな

がらやっているということもあって、大変だ

ろうなという思いでいつも見ております。

そういうことで、何とかここで議論する内

容としては大変重い、社会福祉協議会へのあ

り方については重い課題ですけれども、何と

か人員をふやすとか、社協の体制を充実させ

ながら余り負担にならない、余りというか、

そういう中で事業を進めていっていただきた

いということを要望して終わります。

○議長（吉田敏男君） 他に民生費、質疑は

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（吉田敏男君） 次にまいります。

第４款衛生費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、１６ページか

ら１８ページ、第６款農林水産業費、質疑は

ございませんか。

４番。

○４番（木村明雄君） それでは、新町イチ

ゴハウスエネルギー供給事業、供給設備整備

事業について、お伺いをいたします。

これについてはメタンガスを取り出して、

そして燃料にするとあります。そして、これ

については豊富にメタンガスがあるのかどう

なのか。量的にはどうなのかと。それからま

たメタンガスを取り出して、きっとエンジン

を回して発電モーターを回しながら発電をす

るのだと思うわけなのだけれども、その辺に

ついて、発電の量的な問題というか、それに

ついてお伺いしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） 答弁させていた

だきます。

今の御質問の中ではメタンガスの量が豊富

でないかということと、あとこの発電規模は

どのぐらいの規模になるのかということでの

御質問に対してお答えいたします。

まず、メタンガスの発生量につきまして

は、平成２８年に一度足寄町が保有する温泉

施設、ここの調査をした結果、ここの銀河の

里のケアハウスのメタンガスの発生量につい

ては豊富にあるよということをお聞きしてお

ります。

また今回この工事で設備導入する発電機に

つきましては、出力については２５キロワッ

ト、この出力でのエンジン稼働というふうな

形で考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（木村明雄君） ２５キロワットとい

うことで、わかりました。

そこでお伺いをしたいと思います。

発電をすると、そうすれば発電した電気は

どのように使うのか、もしくは売電するのか

どうなのか、その辺ちょっとお伺いをしたい

と思います。

○議長（吉田敏男君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

ここで出る、先ほど言った２５キロワッ

ト、これが年間をフルに活動いたしますと、

２１万６,０００キロワットになります。こ

このハウス全体、今１０棟は既存でありま

す。５棟が昨年増設、新設された部分含めて

１５棟。これに対する規模の出力ワットにつ

きましては、一応計算をすると約２０万キロ

ワット。若干の余力は持っているのですけれ

ども、これは今工事の中でガスパックという

のをつくります。その中で余力をためて、い

つでも出力できるような形ということで、こ

こについては全て自家消費できるという形の

中で考えております。

以上でございます。（「はい、わかりまし

た。」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） いいですか。

他に、ございませんか。

１０番。

○１０番（星 孝道君） 今に関連してです

が、年間２６６万キロワット、年間十分にそ

のことを既存の施設、あるいはふやした、増

設した部分にも十分間に合うと、こういう説

明がございました。

この事業費、発電事業だけで５,６００万

円の事業費がかかるわけですね。そして、年

間通じてその量が、発電量が確保されたとい

うのですが、既存の電気代と比べていわゆる

これだけのお金をかけてやるということの費

用対効果というのは、どのような試算がなさ

れているのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

まずこのままイチゴハウス１５棟を今まで

どおりの電気、北電から供給されている電気

を使用した場合、新たにこの電気、新たなこ
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のシステムをつくって自家消費できる場合の

ことを想定して、あくまでもこれ最大で機械

を動かしたとして仮定した場合なのですけれ

ども、あくまでも電気代に相当する部分につ

いてはおおむね年間４００万円ぐらいの削減

ができるだろうと。それと、もう一つは温泉

水、これも含めて回していきますので、そう

すると冬の暖房代、灯油でもっての加熱暖房

している部分が一部ございます。その部分も

考慮していくと、冬の暖房代につきまして

は、おおむねなのですけれども１００万円か

ら１５０万円ほど削減できるのではないかと

いうことで、トータルすると年間５００万円

ちょい軽減できるというふうな試算を、私た

ちのほうでは計算しております。

現実そのような数字で常に維持できるかと

いうと、これちょっとやってみないとわから

ないのですけれども、今の状況の中できちん

と稼働した場合のことを推定して計算した場

合、このような数字が削減できるというふう

に考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） いいですか。

他に、農林水産業費、ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次にまい

ります。

１８ページ、第７款商工費。

１番。

○１番（熊澤芳潔君） それでは、商工費の

１５節ですか、雌阿寒温泉ガス対策工事とい

うことで、この工事というか、施設だと思う

のですけれども、もう少し詳しく温泉の出口

からホテルまでの間に建つのか、それからホ

テルというか、そういった旅館の中につくる

のか、そこら辺もう少し詳しくお願いいたし

ます。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

この施設がどこの位置に建設されるかとい

うことの御質問でいきますと、今現在野中温

泉別館とユースさん、そこの部分の、これは

各お風呂場があるのですけれども、そのほぼ

大体中心部ぐらいのところのスペースがある

のですけれども、そこに今建設する予定で考

えております。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（熊澤芳潔君） そうしますと、温泉

というか、ホテルとホテルの間ぐらいに建ち

ますよということですね。

そうしますと、私もちょっと先ほどの勉強

の機会ですので、あそこの温泉源というのは

権利者というのはどこが持っているのか。ま

た、その土地全体はどこが権利を持っている

のか、ちょっとお願いいたします。報告でき

るのであれば。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） 泉源につきまし

ては、野中正造さんが泉源の権利を持ってお

ります。

用地につきましては、一部森林管理署内、

一部野中さんの所有地ということで、位置的

にはちょっと説明しにくいのですけれども、

あそこに行けば山側というのですか、山に面

している部分というのは森林管理署で、野中

さんのホテルだとかユースさんある側、そこ

についてはそれぞれ個人の所有地というふう

にお聞きしております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（熊澤芳潔君） そうしますとね、こ

の施設については足寄町が、メンテだとかい

ろいろあると思うのですけれども、足寄町が

もつことになりますよね。その辺ちょっとお

願いいたします。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） はい、お答えい

たします。

メンテナンス含めて、安定、これ今今回本

稼働ということで行います。ただし、単年で

完成するというか、安定して安全な供給でき

るということでいけば、今まで実証実験とい

うことで規模が小さくて、その中での成果は
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得られるのですけれども、今回改めてきちん

とした効果を出すための部分として、単年度

でちょっと終わるということは見込みが期待

できないので、基本的には安定して安全に行

けるまで、それまでは町のほうで維持管理を

行いたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（熊澤芳潔君） そうしますと、将来

的には温泉街の皆さんが使うよという施設に

なりますと、こういうことですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） おっしゃるとお

り、今事業者さん二つあります。その方に一

つの組合、仮称というか、まだ名称は決まっ

てないのですけれども、例えば雌阿寒温泉利

用組合というものを事業者さんでつくってい

ただいて、それでうちのほうが施設安定し

て、その組合を今協議して進めているわけな

のですけれども、組合に譲渡なり、譲渡とい

うかそういったことも含めながら検討してい

きたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（熊澤芳潔君） そうすると、ちょっ

と町長にお願い、お聞きしたいのだけれど

も。そうしますと、将来も含めてなのですけ

れども、個人的にこれだけの投資をするのだ

ということになりますよね。そこら辺どうな

のでしょうね。個人の事業に投資をしますよ

と。将来的に、こういうことになってきます

と。そこら辺のことについてはどう考えてい

るのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 御案内のとおり、

この対策につきましては、環境省でこの硫化

水素の濃度の基準みたいのが出てるのです

ね。ちょっと正確な数字はあれですけれど

も、基本的にはたしか２０だったと思います

けれども、２０以下であれば全く問題ないで

すよと。ただ２０からちょっと数字はっきり

したことあれですけれども、一定のこの間に

ついては通常全然問題ないのだけれども、長

時間、長時間例えばお風呂ですから、入浴し

ていれば目がしょぼしょぼするだとか、喉が

いがいがするだとかと、そういう症状が出て

きますよと。これ３段階だったかな。全国各

地で致死量の量、大量の硫化水素が出てると

ころについてはもう吸った瞬間にもう致死量

ですから亡くなってしまうということですけ

れども、そんな高い数値ではないということ

なのですね。

実は、御案内のとおり、２年前でしたか、

景福さんのほうで夜中に倒れていた方、残念

ながら今もまだ植物状態になっているのです

が、ここのところが家族の方から問題提起が

あって硫化水素が原因でないのかという問題

提起があって、それで新聞、特に中央紙が

ちょうど台風災害のときにどんと新聞報道さ

れました。これを受けて、実は温泉の利用の

許可権限というのは各都道府県が持っている

のです。この安全基準というやつは環境省が

制定している。この問題提起があって、環境

省のほうで、実際に各都道府県にどういう指

導をしているのですかということで調査をし

た結果、残念ながらどこの都道府県もやって

なかったということで、これではだめだとい

うことで、そこら辺のきちんと指導も含めた

ことをきちんとすれという、そういう基準を

環境省がつくったということであります。

これに基づいて、北海道も一斉検査という

のが入りました。その結果、足寄町でいきま

すと、野中温泉別館とユースさん、これが最

低基準の、最低ではないですね。絶対安全で

すよというところのもう一つ上のランクの数

値が出たと。そこでやっぱり安全を期すため

にはこれ以下の対応をしなさいと、こういう

初めて指導があったということでございま

す。

そこで、事業者さんと町のほうとでいろい

ろな相談をしてきました。事業者さんに言わ

せると、平たい話、何を今さらという感覚で

すよね。この間何十年も営業してきて、今さ

ら何なのと。正直言って、私も道庁あるいは
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環境省も行ってまいりました。特に道庁との

やりとりの中では、事業者さんは常日ごろか

ら安全対策はやってますよと。問題があると

いうのであれば、営業停止でも何でもかけれ

ばいいじゃないですかといったら、いやい

や、営業停止をかけるということではないの

だということで、すぱっとこういう問題では

ないのですね。ですから、これが致死量出て

いるというのであれば、これはもう文句な

し、そんなのだめよという話になると思うの

ですけれども。そんなやりとりをしていく中

で、事業者さんともいろいろ相談をした結

果、やっぱりまず一番最初にぶつかったの

は、ではどうやったらこの安全基準の２０以

下になるのか。これも環境省にも北海道に

も、どういう方法があるのですかということ

で、こう私自身も問いかけしたのですが、そ

れはそれぞれ考えてください。単純な話、温

泉にはうちの泉源、体育館も持ってますけれ

ども、曝気かければいいのですよ。要は上か

らばちゃばちゃとやれば、付随しているガス

は飛んでいくのですよね。一番難しかったの

は実は何かといいますと、実は普通硫黄泉で

すから、普通の全国各地にある硫黄泉という

のは実は温度が高いのですよ。近間でいきま

すと、弟子屈なんていうのはそうですよね。

７０度も８０度もあるのですよ。ところが、

あそこの温泉は実は泉源、泉源といってもそ

こら辺からちょっとポコポコ沸いているよう

な泉源なのですが、井戸掘っているわけでは

ないのですね。実は４５度ぐらいしかないと

いうことなのです。そこで問題は、曝気をか

ければいいのですけれども、単純なそんな施

設でいきますと、問題は冬季間、では温度

ぐっと下がってしまったらどうなるのという

ことも含めて、ではどうするということで、

行き着いたのが北見工業大学のほうで、そこ

ら辺のところ詳しい方がいらっしゃいます、

先生いらっしゃいますよということで、そこ

と相談をかけたということで、この１年

ちょっとかけて試験をやってもらっていたと

いうことであります。

そこで、何で議員がおっしゃっている、い

わば事業者が温泉経営しているわけですか

ら、一般的な話でいけばそれは基準に従って

自分でやりなさいということだという、それ

が原則だと私も思ってます。ただ、今回の件

に関しましては、ちょっと今回具体的に３,

０００万円強の予算を上げさせていただいて

ますけれども、これを事業者負担ということ

になれば、正直言ってもう撤退ということに

つながるなという、そういう危機感実は私は

持ちました。そこで、いろいろるる相談をし

て、今現在、先ほどもちょっとありましたけ

れども、泉源はそれぞれが持っているのです

よ。もっと言えば、景福さんは今休業中です

けれども、景福さんは景福さんで持っている

のです。では、町で対応しましょうと。ただ

し別々に対応なんてことにはなりませんか

ら、先ほど課長が申し上げたとおり、今相談

してまだ最終的なところまで行ってませんけ

れども、町がやるということはやっぱり泉源

を一本化してくださいと。そこで、供給す

る、そういう仕組みづくりしないと、個別に

それぞれの曝気装置含めてということにはな

らないよということで、これは基本的には御

理解をいただいて、一本化をしてということ

で、北見工業大学のほうでるる試験をしてい

ただいたということでございます。

これも繰り返しになりますけれども、課長

もお話ありましたけれども、一応試験結果は

大丈夫という答えが出た。ただ、器、この器

で試験をしているということですね。実際は

両方の旅館の湯船にお湯を送るわけですか

ら、この器が二つのやつ、こういう器になる

わけです。こういう器では試験はしてません

から、私の思いとしてはいけるというふうに

思っているのですよ。ここでできてるわけで

すから、こうなっても大丈夫だというふうに

は思っているのですが、しかし、これ自然相

手の硫化水素ですから、何が起こるかわから

ないということで。ですから、これがちょっ

と安定するまでについては、これは町のほう

で、これはもう北見工業大学と引き続き連携
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をとらさせていただいて、万全な体制になっ

た時点で譲渡をするのか、あるいは貸すよう

な形にするのか、それは今後の詰めにしてい

きたいなということで。とりもなおさず安心

してあそこの大事な観光地、先日も山登り、

山開きあったのですけれども、参加者の皆さ

ん方に言ったのは、この地区というのはまさ

しく今国も進めている国立公園の満喫プロ

ジェクト、ここの中の我がこの地区も含まれ

てます。山があり、オンネトーがあり、そし

て湯の滝もあり、最終的には温泉に入って癒

やしてくださいと、こういうお話もさせてい

ただいたのですが、町としましては、あそこ

はもう本当に町にとっても大事な大事な観光

資源だというふうに思ってますので、本当に

ある意味、何で個人事業者のところに町がや

るのだという、こういう御意見もあろうかと

いうふうに思いますけれども、私の判断とし

ては、やはり大事な観光地ですから、仮にも

撤退なんてということになると大変なことに

なる。もう既に景福さんはこの問題提起が

あってから、もう休業している。社長さんと

も会ったのですけれども、どうも意欲として

はまた再開と、現時点では再開という考えは

ないというようなことでありますから、です

から、残るのは今別館さんとユースさん。

ユースさんも過去に風の被害で大きな被害を

受けてますから、今現在日帰り入浴しかして

ないということであります。ですから、何と

してもここの二つ、町としても守っていくべ

きだろうという、そういう判断に立っている

ということでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（熊澤芳潔君） いや、この温泉につ

いては当然今町長言ったように、必要なこと

だろうと思いますけれども。ただ、その流れ

の中でトラブルだとか、そういう発生しな

い、特に足寄温泉あたりの内容聞きますと、

温泉と土地建物とあといろいろな部分が出て

いるようなお話も聞きますから、きちっと町

がやった段階できちっと問題なく譲渡されて

いって、そして将来的にはきちっと本人たち

が使っていく、メンテもやっていくと。こう

いう流れにきちっと約束されていかないと、

これだけ一般財源、それと後で聞くのですけ

れども、一般財源を使うのですよということ

ですので、十分に問題のないような形でやっ

ていただきたいということと、それと一般財

源ですよね、これね。それで、入湯税という

のが当然来てますよね。その関係で、その入

湯税を使ってそういうことをやると、施設だ

とか観光資源に使うということは使えるのだ

と思うのですけれども、これ目的税ですか

ら。そこら辺はどういう考え方になりますか

ね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） まさしく熊澤議員

が言われた、その入湯税の関係、これはもう

営業、きちんとした数値はちょっと捉まえて

ませんけれども、この間入湯税という形で納

めていただいてます。ただ、これが累積して

目的税でありますけれども、基金として、入

湯税で入ってきたものを基金として区分けし

て積み立てしているわけではありませんか

ら、一般財源化して使っているということで

あります。

ですから、これまで営業開始してから入湯

税この間、そのちょっと押さえはしてないの

ですけれども、私が町費でやろうと判断した

ときにはやっぱりこの間ずっと入湯税を納め

ていただいたということもありますから、で

すから、単費といえどもそういう形でこれは

町が対応すべきだということで判断をしたと

いうことでございます。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（熊澤芳潔君） わかりました。

いずれにしても、足寄温泉のこともありま

すし、トラブルのないような形できちっと契

約は契約で結んでもらって、で、やっていた

だきたいというふうに思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 他に、商工費ござい

ませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次にまい

ります。

１８ページから２０ページ、第８款土木

費。

２番。

○２番（榊原深雪君） 都市計画総務費の三

笠通駐車場フェンス更新工事についてお伺い

いたします。

この工事されるので、ちょっと現地のとこ

ろ行って見てきたのですね。フェンスは傷ん

でおりますので、車どめつけたりされるとい

うことで、中身のことは理解しているのです

けれども、あそこにあるトイレのことだった

のですが、かなり前につくられておりまし

て、でも中に入りましたら清掃がきちっとさ

れていて、古いのにもかかわらずきれいでし

た。そして、安全面にしても、男性用と女性

用一緒になっておりますけれども、最初の鍵

が閉まるようになっているので、安心して使

えるのかなというところはありました。で、

そこが整備されてきれいになっても、トイレ

のまず外周りを見たのですね。そうしたら、

ドアが半分、下半分がさびているのですね。

そして、中のパネルもさびておりました。外

周りの足元を見ましたら、昼間使うのだった

らそんな危険はないかもしれないですけれど

も、水が流れるようにきっと溝があると思う

のですけれども、そこに鉄板がありまして、

鉄板があっても一部にしかないものだから、

両端のところ、もしお子さんとか高齢者の方

がつまずいて、足を入ってつまずいて転ぶと

かという危険性もあるのです。一口で言え

ば、外周りが大変危険だということですね。

その対象の方、そのトイレを使う対象の方を

どのような方が使われるのかなということで

想定してつくられたのかどうかということな

のですけれどもね。近辺の食堂とか昼間使う

食堂に関しましても、障害者の方が使うよう

なトイレにはなっていないのですね。夜のお

店ではスムーズに入れる場所も何カ所かはあ

りますけれども、あそこの三笠通りのトイレ

を使うとなると、やっぱり障害者の方が使っ

たら便利なのかなということは感じられまし

たけれども、そういうふうにはなっていない

ですね。もしそのトイレを大事に使うのであ

れば、やはりもっと外周りを障害者の車椅子

の方でもうまくスムーズに入れるような形に

するかどうかということを、ちょっとそうい

う考えがあるかどうか。それをちょっとお聞

きしたいなと思います。

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。

○建設課長（増田 徹君） 今の議員の質問

ということで、トイレの周りの環境の形かな

というふうに受けとめたのですが、確かにト

イレは平成５年に設置して２５年ほど経過し

てかなり傷んでる割には、平成１９年に下水

道のほうに接続させていただいたときに一部

改修して今現在のような状況になっておりま

す。中、外、確かに古くなっててもうそろそ

ろ更新、もしくはちょっといろいろなことを

考えなければいけない時期にはなってきてい

るかなというふうに思うのですが、今回の工

事でトイレの内部までの改修というのは

ちょっとフェンス撤去の関係で見ておりませ

んでした。ただし、外側のコンクリートのタ

イルや何か打ってあるところなのですが、議

員仰せのとおり、段差だとかでこぼこがある

ので、そこについてはとりあえず砂利等で段

差をできるだけ少なくして対応していきたい

というふうに考えております。

障害者の関係だったのですが、あのトイレ

やっぱり障害者の人が使うにはちょっと入り

口も狭くてちょっと使いづらいということも

あって、非常に申しわけないのですが、現在

のところ障害者が使えるというような状況に

はなっておりません。

今後において、地域の町内会の人方とかあ

の辺の商店街の人方と協議をしながら、今後

においてトイレの改修の際に、もしくはどう

いう形に今なっていくかわからないのですけ

れども、改修になれば障害者の方も使えるよ

うな形のトイレにしていきたいというふうに

考えておりますので、御理解のほどよろしく
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お願いいたします。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（榊原深雪君） 建設課長が述べられ

たとおり、そういうふうになることを期待し

ておりますけれども、それまでの間ドアと中

のパネルのさびなのですけれども、ああいう

のをひどくならないうちにやっぱり補修する

ことが大事かなと思っています。

それと、中の電気なのですけれども、やは

り夜間使う方も多いかと思いますけれども、

防犯のことも考えますと、もう少し明るい

ワット数の蛍光灯をおつけになったほうがい

いのではないかなと思うので、そういうとこ

ろも勘案していただきまして、ちょっと現状

もう少しよくなるような形にしていただけれ

ばなと思っております。

以上です。

課長から、答弁あればお願いします。

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。

○建設課長（増田 徹君） 議員仰せのとお

り、暗いとかドアのさびだとかというのは、

日常の修繕の形で一部補修しながら長く使え

るようにしていきたいというふうに考えてお

りますので、今後もよろしくお願いします。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 他に、ございません

か。

３番。

○３番（多治見亮一君） ２１ページ、公園

事業費の里見が丘公園整備事業なのですが、

説明資料の７２ページ見ていただくと、木製

アスレチックの遊具が撤去ということで、こ

の部分で今お子さんが多く遊んでいらっしゃ

ると思うのですが、この部分がお山の遊具の

ほうに多分移動していくのかなと思います。

野球場が隣接してまして、かなり近いのかな

とちょっと思ってます。この部分で、ファウ

ルボールや何かの危険性が増すのではないか

という危惧がされているということで聞きま

したので、その辺の検討とかされたのか、

ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。

○建設課長（増田 徹君） 議員おっしゃる

野球場と遊具広場、足湯だとか含めたファウ

ルボール対策についてどうなんだという御質

問かと思いますので、それについてお答えさ

せていただきます。

一応里見が丘公園再整備事業といたしまし

ては、当初計画では、ファウルボール等に係

る対策については考えておりませんでした。

しかしながら、昨今遊戯広場を整備をしてい

く中で、ここに来て隣接する野球場からの、

議員仰せのとおり、ファウルボールだとかの

対策についてどうなんだということが、特に

硬式ボールに対する安全面を危惧する声も実

際に聞いているところでございます。そうい

うようなことから、現在野球場の施設管理を

行っております教育委員会とも協議をしなが

ら検証を行った中で、今後どのような対策を

とることがいいか検討することで協議をして

まいりたいというふうに考えておりますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（多治見亮一君） フェンスのところ

ですね、左翼というのですか、９１メート

ル、中央に１１５メートルというふうに書か

さっていますが、ホームベースの距離なの

か、僕ちょっとわからないので、距離が

ちょっとわからないのですが。お山の遊具ま

で水平距離にして、ホームベースからどのぐ

らいあるかとかはわかるのでしょうか。実際

遠いのか近いのかというのが、ちょっと感覚

的にわからないので教えていただきたいと思

います。

○議長（吉田敏男君） ただいまの質疑中で

ありますけれども、ここで暫時休憩をいたし

ます。

１０分間、２０分まで。

午前１１時１１分 休憩

午前１１時２２分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。
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答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） お時間をいただ

き、ありがとうございました。

先ほど言われたホームベースから大型遊具

までの距離ということで、図上で直線距離で

１０８メーターほどあります。ちなみにです

が、フワフワドームまでは１２０メーター。

足湯に関しては、ちょっと近いのですが、７

０メーター。足湯はちょっと角度がかなり緩

いというか、違うので、距離的に近いのです

が、今のところそちらのほうはどうかなとい

うふうに考えております。

以上で、距離についてはこういう形になっ

てますので、よろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（多治見亮一君） 今距離がまあまあ

結構離れているのかなというふうに思います

が、野球場の使用に対して、教育委員会とし

てはどのように考えているのか、お伺いした

いと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） お答えをいたし

ます。

今現在は硬式の関係だと思いますけれど

も、３０年度練習試合を２回開催しておりま

すけれども、やっぱりファウルボールがそち

らのほうに飛んでいくということが、やっぱ

り懸念されますので、その練習試合のときに

もどなたかが立っていただいて、ファウル

ボールに注意をしてもらうというような形で

今回行っております。

教育委員会としましては、ファウルボール

の関係につきましては、今回教育委員会の生

涯学習室のほうに配置となりました、元プロ

野球選手の池田剛基主査のお話の中では、

バッターボックス、特に硬式の場合のバッ

ターボックス、右バッターよりも左バッター

の方がカットをするみたいな形になると、

ファウルボールが直線で足湯のほうに飛んで

いく可能性は高いですよというようなお話も

いただいておりますので、そこら辺も含めて

まずは安全対策が最優先されると思いますの

で、そこについては建設課とも協議をしなが

ら安全対策を施していきたいなと、講じてい

きたいというふうに思っているところでござ

います。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（多治見亮一君） 今話で指導してい

るというか、人員を配置するという話です

が、貸し出しごとにその説明をされていると

いうことでよろしいのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 教育次長、答弁。

○教育次長（沼田 聡君） 今、多治見議員

の仰せのとおり、貸し出しごとにそういう注

意喚起を行っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（多治見亮一君） 今後とも絶対あっ

てはならないことだとは、事故ですね、と思

いますので、施設の建設のほうとも協議して

安全対策を十分にとっていただけるようにお

願いして、質問を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 他に、ございません

か。

６番。

○６番（前田秀夫君） 土木費の１９ページ

ですか。先ほど榊原議員が質問終わった関連

でございますけれども、私も全く榊原議員と

同感でございます。

関連しまして、あの周囲に今現在フェンス

ある南北側にこれぐらいのシラカバ、それか

らヒバなどなどのすれすれのところで、軒下

とフェンスの間に十数本雑木といいますか、

灌木がある。そのことは何なのかと私は、お

聞きしたいというより考え方を申し上げたい

のは、あそこにそういうことで害鳥といいま

すか、かなり野鳥がとまる。それがとまり切

れなくなって、あそこに駐車をしている町外

の方の車の上も見てきましたけれども、ふん

がもうひどいということに加えて、課長も見

てきたと思いますけれども、その灌木の関係

の根元のほうに相当量の野良猫が巣をつくっ

ているということでございますので、土地所
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有者等々との問題もおありかと思いますけれ

ども、あの辺先ほども話が出ましたけれど

も、衛生面が相当重要視する飲食店があそこ

ら辺多いのでありまして、そこも踏まえなが

ら、あそこをオープンにして、もっとからっ

とすれば、この二つは解決できるのではなか

ろうかと。経費的にはそうかからないと思っ

てますけれども。土地問題等私は承知してい

ます。所有者については承知してませんけれ

ども。加えてフェンスを除去した場合、この

図面が７０ページにありますけれども、詳細

書いてませんから。車のストッパーですか、

後ろにバックしてここでとまるよと、そう

いったものをつけるのかどうか、以上３点に

ついてお聞きしたい。

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。

○建設課長（増田 徹君） １点は、フェン

ス周りにある木の関係かと思われます。フェ

ンス周りにある木なのですが、うちの町で管

理している駐車場のフェンスの外側について

は、今木が生えているあたりは皆全て民地と

なっております。なので、これからお話はし

ていかなければならないのですが、民地なの

で木の伐採だとか、そういったことは町とし

てはできませんので、その辺のほうは協議し

てまいりたいというふうに考えてますが、基

本的にはできないということで、民地を持っ

ている方々にお願いをするしかないのかなと

いうふうに考えております。

２点目、野良猫だとか、野鳥のふんだとか

という関係なのですが、この野良猫について

は建設課としてはどうしようもできないよう

な状況かなというふうに考えておりますが、

この辺は他部局とも相談をしながら、また地

域住民の方々と相談をしながら、対応につい

てはどうするべきかということは話をしてい

きたいなというふうに考えております。

最後ですが、もう１個何だっけ、車どめの

関係ですね。車どめなのですが、今あるフェ

ンスは撤去させていただきまして、移動式の

アーチ型のポール、車どめという形で、町の

駐車場にもあるのですけれども、赤白でこう

いう形の車どめがあるのですが、それを置か

させていただいて進めていきたいというふう

に考えております。従来型のフェンスをつけ

ますと、やっぱりどうしても除雪だとか耐雪

だとか経年変化で傾いたとかといって、事故

等また起きても嫌なので、動かせるタイプの

やつで設計をさせていただいたところでござ

います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（前田秀夫君） 今、課長がおっしゃ

られました雑木等については、つまり雑木等

があるから、そこに行ってみればすぐわかる

のですけれども、だからもう真っ暗な状態で

そこに全部大きな猫が来て子を産むと。で、

ふえていくと。今の状態、今お聞きします

と、所有者の問題でこれ今いきなりイエス

ノーは言えないと。部局との関連と。それか

ら協議も進めてまいりたいということですけ

れども。それはそれでわかりましたけれど

も、あの辺の方と、それから自治会とも対応

しながら、町内のみならず町外からもたくさ

んの方が、あそこは町の中心街でありまし

て、駐車に来ますので、早急に自治会対応を

含めて善処していただけるように強く申し上

げておきたいと思います。

終わります。

○議長（吉田敏男君） 他に、土木費ござい

ませんか。

７番。

○７番（田利正文君） 今の関連なのですけ

れども、先ほどの課長の答弁では、タイルが

どうとか、砂利入れるとかと言ってましたけ

れども、トイレの前のタイルがつるつるなの

ですね。雨降りの日とか雪の日、滑って転ぶ

のですよ、あれ。健常者でも危ないです。あ

れを何とかしてほしいなという思いがあるの

ですけれども、それも入ってますか。剥がす

とか、コンクリートに変えてしまうとか。

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。

○建設課長（増田 徹君） 建設課長でござ

います。
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議員仰せのとおり、雨降ったら滑るという

のは確かにタイルなので可能性があるかなと

いうふうに思っております。ただし、今回の

工事でそこまでのことは見ていなくて、

ちょっとたまたま段差だとかがあるので、そ

こについては補修をしていきたいと。そして

状況によるのですが、タイルの部分滑るから

ということであれば、ちょっと様子を見なが

ら何かしら対応策がとれれば対応していきた

い。でなければ、従来どおりそのままとりあ

えず当面の間使っていただくというような形

になろうかと思いますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に、土木費ございませんか。

１１番。

○１１番（髙橋秀樹君） まずは街路灯ＬＥ

Ｄ化の事業について、ちょっと御質問した

かったのですけれども、多分私の記憶では

五、六年前からすごく順次加速度的にＬＥＤ

化が進んできたというふうに思っておりま

す。しかし、途中で補助金の関係等々でス

ピードが大分鈍ってきたのかなと、そういう

ような感じをしております。

今現状の進捗状況等、どのぐらいな確率、

確率か割合になってきているのか、まず御質

問いたしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） ここで、ちょっと暫

時休憩をいたします。

午前１１時３３分 休憩

午前１１時３７分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

建設課長、答弁。

○建設課長（増田 徹君） お時間をいただ

きすみませんでした。

現在のＬＥＤの進捗状況なのですが、全体

で１,０４２基ありまして、平成２５年度か

ら始めまして平成２９年度で４６７基、進捗

状況といたしましては４４.８％。本年度６

３基を予定いたしていまして、それが終わる

と約５０％の進捗状況という形になります。

一応予定では平成４０年度をめどに進めて

まいりたいというふうに考えておりますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（髙橋秀樹君） かなり時間がかか

るのはわかりました。

こちら自治会の要望で３基ほどつけている

のですけれども、例えばここは重要だぞとい

う判断ですとか、今後進めていく上での基準

等々というのはどういうふうな考えを持って

進めているのかお聞きいたします。

○議長（吉田敏男君） 建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 街路灯の設置に

ついての考えということなのですが、一応基

本的には自治会等からの要望を受けて現地を

確認した上で、現地の状況がどうなんだとい

うことを踏まえて、設置をしていくというよ

うなふうに考えております。

今回補正予算上げさせていただきました２

カ所なのですけれども、やはり昨今前回のと

きかな、申し出があった、田利議員からも言

われた旭町につきましては、やっぱり入り口

の付近がやっぱり暗いということで、設置を

させていただきたいということと、今南７

条、緑町の自治会のほうから、南６条７丁目

あたりの奥のほう、パークゴルフ場から奥か

な、についてはやはりあそこの周りにずっと

道路ついているのですが、やっぱり暗いと。

防犯上、あの辺を散歩だとかしたときに、夜

危ないのではないかということで、現地を確

認したところ、やはり暗いということがあり

ましたので、そこには設置、２カ所ほど設置

させていただくというような形で進めてまい

りたいというふうに考えておりますので、御

理解のほどよろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に、土木費ございませんか。

１１番。

○１１番（髙橋秀樹君） ２０ページ、はる

にれ団地のＣＬＴ棟整備調査業務というふう

になっているのですけれども、これちょっと
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詳しく教えていただきたいのですが、これは

建てかえ事業になってますが、これ調査業務

なので調査設計は入ってないので、ＣＬＴを

建てる調査のみのお金だというふうに認識し

てよろしいのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。

○建設課長（増田 徹君） はるにれ団地の

ＣＬＴの関係なのですけれども、はるにれ団

地を、ＣＬＴの調査につきましては、ＣＬＴ

を活用した公営住宅の事例や情報などを収集

し、技術面、資金面での対策、対応対策を把

握し、それからＣＬＴ活用の技術検討として

現在の公営住宅整備基準の枠組みにおいて設

計上の課題と対応策をモデルプランとして検

討し、今後の整備事業の可能性について建築

費用や資金調達、資材としてのＣＬＴの調

達、施工方法など事業実施においての課題を

整理し、事業実施への可能性を検討する委託

業務という形になっておりますので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（髙橋秀樹君） 非常にわかったよ

うな感じを受けました。ということは、設計

はしてないのでまだこれに関しては、はるに

れ団地で導入するかを検討している段階だと

いうふうな認識でよろしいですね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

このＣＬＴにつきましては、この間の議会

でも我が町にとっても、これは将来の森林の

こと、とりわけカラマツのことを考えたとき

には、極めてこれ国の方針、あるいは北海道

の推進計画含めて、これは魅力的なことだな

と。ただそうは言っても、現状はＣＬＴ、こ

れパネルですけれども、これは単価が非常に

高いという、こういう状況もあります。

実は、５月にもちょっと先進地視察という

ことで、道から派遣いただいた窪参事も含め

て、建築の係長含めて、実は道内での建物

建った知内、これは研修施設、研修施設と

いっても住まいですけれども、ここ。それか

ら福島県の復興住宅、これいわき市にある復

興住宅、それから郡山にあるＣＬＴの工場、

これは集成材の工場もあり、それからＣＬＴ

の工場もあり、そしてプレカットもやってい

るということもあって、そこの視察もさせて

いただいたところであります。

それでこの間、道庁ともいろいろ、いろい

ろな相談、究極はＣＬＴ工場を誘致したいと

いう究極の目標はあるのですけれども、これ

はなかなかそんな簡単にはいかないというこ

とでありますけれども、しかしそこを目指す

以上は可能な限り、町の建物についてもＣＬ

Ｔ使えるものは使っていきたい。そこで、道

の建設部のほうに行ってちょっといろいろ相

談してきたのですが、今目下進めています我

が町のここのはるにれ団地の建てかえの中で

もこれ使えないかというようなことで研究、

通常でいけば設計業務でいきますと、基本設

計、実施設計ということですね。場合によっ

ては調査設計省略して、一発実施設計という

こともあるのですが、今回のやつはさらにそ

の以前のといいますか、これも実は補助対象

になるということなものですから、これは補

助対象で採択されることを前提にということ

で考えているのですが、これ道の建設部の建

設指導課の指導もいただきながら、まずこの

ことで可能性ちょっと探ったほうがいいので

はないのかと。そこで、一定の方向づけがで

きるとすれば、いきなり実施設計に行ける

か、あるいはもう一回基本設計ということに

なるのか、そんなことで順番を持ってやって

いこうということで考えてます。

仮にこれが実現できるとすれば、私自身が

想定しているのは、やっぱりＣＬＴのメリッ

トというのはやっぱり上に積まなかったらあ

んまりメリットないのですね。ですから、公

営住宅で最低でも３階建てということかなと

いうふうに私は思っているのですが、ですか

ら、これをやった結果、すぐ来年やるよとい

う、そういう調査設計ではないという、その

前段の確固たるものにきちんとしていった中

で、やるべきか、ちょっと費用的に難しいか
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ら難しいねということになるのかは別にし

て、ともかくこの調査をやるというのは極め

て重要な部分だなと、そんなふうに判断した

ものですから、予算計上、提案をさせていた

だいたということでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（髙橋秀樹君） ＣＬＴの事業に関

しては、やはり足寄町林業の町でもありま

す。非常にカラマツ材を使っていくというこ

とは有効な手だての一つなのだなというふう

に私も考えております。

しかし、ＣＬＴに関しては、やっぱり町長

おっしゃったように、かなりコストが高いで

すとか、やはり需要にうまくマッチングして

ない部分が今現状見受けられるというふうに

私は思っております。

その中やっぱりＣＬＴの事業を推し進めて

いく必要性もあると思うのですけれども、今

おっしゃったように、はるにれ団地のように

今低層階のものであるのであれば、やはり町

長おっしゃったように３階以上のものを建て

ていくような形を想定しなければ、ＣＬＴで

ある意味がないと。で、なおかつ、ＣＬＴを

使うと本当にプレキャストといったら変です

けれども、かたい合板ですので普通の一般の

大工さんが加工できるようなものでもないと

いうふうに伺っております。やっぱりその辺

のところを町として非常に今後検討していた

だいて、このＣＬＴ事業のほうを推し進めて

いっていただきたいなと、そういうふうに考

えておりますが、町長のお考えをもう一度お

伺いしたいなというふうに思ってます。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 今回予算提案させ

ていただいているのはこの公営住宅、これ本

当に丸ごとＣＬＴでできないかなという、そ

んなことであります。この間、いろいろ先ほ

ども申し上げたとおり、視察、情報収集に

行っているのですが、やっぱりかたい、議員

仰せのとおり、パネルをつくってしまうわけ

ですから、騒音が大丈夫なのかという問題も

あるのです。福島県の復興住宅を見ますと、

床はもう歩いたらほわほわなのですよ。それ

は何かといったらもう騒音対策なのですね。

床にパネルだけ引いてしまうと、どうしても

音が伝わりますから、下の階に発すると。そ

こで相当厚い消音効果のあるようなものを

使っているという、こんなことも含めて相当

結果としては高上がりになっているというこ

となのですね。

このＣＬＴの活用については、今公営住宅

ということで、丸ごとというふうには思って

ますけれども、実は今後建物も、先ほども説

明したグループホーム、ここでも使えるとこ

ろは使おうということで、これはほんの一部

です。入り口のところにちょっと使おうだと

か、それから先ほどもありました、ごめんな

さい、予算提案の説明のところで言った芽登

の仮称の改善センター、これも郵便局入れよ

うということで考えているのですが、ここに

も使える部分については使っていきたいな

と、こんなふうにも思ってます。

それから、実はこれ残念ながら実現しな

かったのですが、実はこれちょっといい話

で、上利別の駐在所、これ建てかえするよと

いうことで、道警のほうから連絡が入りまし

た。これは北海道警察がやるわけであります

けれども、実は北海道がこのＣＬＴの推進の

計画もつくっているわけですから、これもそ

の情報いただいたものですから、できれば一

部分でも使ってくれないかということで、こ

れは道の水産林務部の木材課のほうとも連携

とりながら、私どものほうとしては本別警察

署、そして釧路の方面、これは窪参事のほう

からいろいろ一部でも使っていただけないか

という打診をしたのですが、これはもう予算

がもう決まってしまっているということで、

場合によっては私どものほうから説明に行く

よという話ししたのですが、それはもう道警

本部の話だということだったものですから、

道庁のほうから直接道警本部のほうに働きか

けをしてもらったのですが、先日お答えが来

たのですけれども、残念ながらもうちょっと
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予算の範囲内ではちょっと難しいから勘弁し

てという、そんな返答をいただいたところで

あります。

いずれにしましても、町のほうとしては、

全て丸々なところは施工上の問題も含めてな

かなか難しいということもあるのですが、と

りあえず一部分でも、例えば壁の一部ですと

か、そういうところに取り入れながら地元の

業者でも当然対応できるような形でやってい

きたいなと、こんなふうに思ってます。

公営住宅、復興住宅も知内だとかいろいろ

なところ聞いているのですが、これは十分プ

レカット工場で大体やってくるものですか

ら、知内もそうですけれども、地元業者で対

応できていると。これは当然接合部分の金具

なんかも開発されてますから、そこら辺も含

めて地元の業者で対応できないようなことで

あれば、一方では森林の木材の活用という部

分もありますけれども、これが地元業者で請

け負いできないようなことになると、これま

たちょっと、ちょっと段違いを起こしてしま

う可能性もありますから、そういうことのな

いようにそのことも含めてしっかりとこの調

査の中で確立をしていきたいと、こんなふう

に思っているということでございます。

よろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（髙橋秀樹君） 今度特別委員会の

ほうで私ども真庭の方に行きまして、しっか

りと研修をさせていただきたいと思っており

ます。そこでまたいろいろと情報提供なり議

論を深めて、このＣＬＴ事業に対して私ども

ももう少し勉強させていただきたいと思って

ますので、今後よろしくお願いをいたしま

す。

○議長（吉田敏男君） 他に、ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次にまい

ります。

２０ページから２２ページ、第９款消防

費、質疑はございませんか。

４番。

○４番（木村明雄君） ちょっとお尋ねをし

たいと思います。

消防庁舎の訓練のバルコニー解体撤去とあ

るわけなのですけれども、これについて、消

防庁舎建設されて何年たっているのか、そし

てこれどういうことなのか、ちょっとお伺い

をしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、消防課長。

○消防課長（大竹口孝幸君） 消防課長で

す。

議員の質問にお答えいたします。

庁舎建設年数ですが、２０年経過しており

ます。

この工事ですが、ことしの３月末にちょう

ど庁舎の裏側を現地ちょっと確認したとこ

ろ、大体２０メートルのところにバルコニー

があるのですが、その裏側からコンクリート

がちょっと落下しておりまして、それで今回

計上させていただいております。

建設課のほうと建築業者のほうに確認して

いただいたところ、このまま放置しておくと

当然劣化が進みまして危険であるということ

で今回計上させていただいております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（木村明雄君） 危険だということで

撤去するということなのですね。

そしてまたこれを撤去してしまった後に、

このバルコニーがまた必要になってくるのか

どうなのか、その辺もちょっとお伺いをした

いと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、消防課長。

○消防課長（大竹口孝幸君） このバルコ

ニーの部分はふだん訓練に使っていたところ

なのですが、ここ数年そこの訓練の部分なの

ですが、フックついているのですが、フック

の部分もちょっと危険性があるものですか

ら、ほとんど訓練しなかったのが現状です。

そのかわりとしまして、車庫の裏側、大体１

０メートルぐらいの部分を利用しまして通常

の訓練させていただいておりますので、今後
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はそのバルコニーなくしても訓練のほうは続

けさせてもらいたいと思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） いいですか。

他に、消防費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、２２ページ、

第１０款教育費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、歳出、総

括ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、８ページ

にお戻りください。

歳入に入ります。

８ページから１１ページ、歳入一括で行い

ます。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 歳入、総括ございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、４ページにお

戻りください。

第２表 債務負担行為補正、追加１件、質

疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、第３表 地方

債補正、変更２件、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これから、議案第６

９号平成３０年度足寄町一般会計補正予算

（第２号）の件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第６９号平成３０年度足

寄町一般会計補正予算（第２号）の件は、原

案のとおり可決されました。

昼食の時間が参っておりますので、ここで

暫時休憩をいたします。

午後１時からまた再開をいたします。

午前１１時５６分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

先ほどの一般会計の質疑の中で答弁に誤り

があり、訂正したい旨申し出がありましたの

で、発言を許します。

建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 先ほど髙橋秀樹

議員の質問の中で、ＬＥＤの進捗状況だった

のですが、今年度の数字を当初計画の６３基

と誤って申し上げてしまいまして、今年度に

関しましてはＬＥＤ１６基、進捗率４６.４

％となりますので、謹んで訂正させていただ

きます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） それでは、２５ペー

ジをお開きください。

これから、議案第７０号平成３０年度足寄

町簡易水道特別会計補正予算（第１号）の件

の質疑を行います。

３０ページ、歳入歳出一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） ２６ページにお戻り

ください。

第２表 地方債補正、変更１件、質疑はご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括、

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これから、議案第７

０号平成３０年度足寄町簡易水道特別会計補

正予算（第１号）の件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７０号平成３０年度足

寄町簡易水道特別会計補正予算（第１号）の

件は、原案のとおり可決されました。

３３ページをお開きください。

これから、議案第７１号平成３０年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）の件の質疑を行います。

３８ページ、歳入歳出一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これから、討論を行

います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第７１号平成３０年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）の件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７１号平成３０年度足

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）の件は、原案のとおり可決されました。

４１ページをお開きください。

これから、議案第７２号平成３０年度足寄

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

業特別会計補正予算（第１号）の件の質疑を

行います。

４６ページ、歳入歳出一括で行います。

質疑はございませんか。

９番。

○９番（髙橋健一君） ４７ページの中ほ

ど、弁償金（滞納繰越分）、建物収去代替執

行弁償金について、説明と今までの経過報告

をよろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 建物収去代替執

行弁償金におきましては、平成２１年度に建

物収去土地明け渡し請求事件に伴う建物収去

に要した費用の弁償金でございます。

その後、平成２２年度より相手方に対して

請求を行ってきたところで、８年ほど経過し

ているところでございます。

建物代替執行費用につきましては、現在の

ところ納付していただくまでは継続をしなが

ら進めてまいりたいというふうに考えており

ますので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋健一君） 最終的にはいつごろ

どういうふうな会計処理なされて、終結とい

うことになるのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

先ほど課長が答弁したとおり、これは区画

整理事業の支障物件で、これ原則土地所有者

みずから動かしていただく。それに対して移

転補償費を支払うという、これが協議が全然

進まなくて、事業がどんどん進んでいく中
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で、このままでは放置しておけないというこ

とで、それで区画整理法に基づいて代執行し

たという形でございます。

これらの経費については裁判所のほうから

もこの額は確定をしてますし、その後、何と

かお支払いいただきたいということで、折衝

をずっとしてきたのですが、先方は町は違法

なことをやったのだという、この一点張りで

ありまして、先方から実は訴訟の訴えもあり

まして、私が被告人になって。ところが、裁

判所では全て町が法に基づきやっているわけ

ですから、全て勝訴しているのですが、どう

も自分が勝ったということで、これちょっと

理解しかねるのですが。それで、こちらから

話し合いをしようということで、それぞれ担

当のほうで、それぞれのところで、まあ別な

部分もありますから、車の放置の問題もあり

ますから、行っているのですが、もう町は違

法なことをやった、違法なことをやった、こ

の一点張りで話し合いにならないというよう

なことであります。

御質問のいつまで続くのかという分でいき

ますと、まだ現段階ではまだ明確なことは申

し上げられませんけれども、ただ問題は民法

上の時効という問題もありますから、そこら

辺のこともあるのですけれども、何とかお支

払いいただくべくさらに努力はしたいという

ふうには思ってますが、ただこちらから何ぼ

オファーを出してももう全く門前払いで話し

合いにならないというような、こんな状況

が、硬直状態が続いているというような、こ

んな状況でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋健一君） 当面は繰り越しとい

う形で続けていらっしゃるということです

ね。わかりました。ありがとうございまし

た。

○議長（吉田敏男君） 他に、質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第７２号平成３０年度足寄

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

業特別会計補正予算（第１号）の件を採決を

します。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７２号平成３０年度足

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

事業特別会計補正予算（第１号）の件は、原

案のとおり可決されました。

ここで、暫時休憩をいたします。

休憩中に、議会運営委員会の開催をお願い

をいたします。

午後 １時０９分 休憩

午後 １時２４分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） た

だいま開催されました、第２回定例会に伴う

議会運営委員会の協議の結果を報告します。

これより、本日の日程に追加し、議案第７

３号から決議第１号、意見書案第１号につい

て、即決で審議いたします。

次に、請願第２号について、総務産業常任

委員会と文教厚生常任委員会へ付託し、閉会
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中の審査とします。

次に、議員派遣の件と、総務産業常任委員

会・文教厚生常任委員会から所管事務調査期

限の延期について、総務産業常任委員会・広

報広聴常任委員会・議会運営委員会からの閉

会中継続調査申出書について、審議いたしま

す。

以上で、本定例会における議案等の審議

は、本日をもって全て終了する予定でありま

す。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、委員長の

報告を終わります。

お諮りをいたします。

足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり日

程に追加し、審議することにしたいと思いま

す。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、追加議事日程のとおり日程に

追加し、審議することに決定をいたしまし

た。

◎ 議案第７３号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第１ 議案

第７３号足寄小学校大規模改修（建具）工事

請負契約についての件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君） ただいま議題と

なりました、議案第７３号足寄小学校大規模

改修（建具）工事請負契約について、提案理

由の御説明を申し上げます。

平成３０年６月７日足寄町財務規則に基づ

き、指名競争入札に付した足寄小学校大規模

改修（建具）工事について、下記のとおり請

負契約を締結するため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得または処分に関する条

例第２条の規定により、議会の議決をお願い

するものでございます。

契約の目的は、足寄小学校大規模改修（建

具）工事でございます。

契約の方法につきましては、指名競争入札

による契約でございます。

契約の金額は、７,９２５万４００円。

契約の相手方は、足寄町西町８丁目１番地

の１２、株式会社外田組、代表取締役 菅原

智美氏でございます。

工期は、平成３０年１２月２８日でござい

ます。

工事概要につきましては、２ページ、３

ページの立面図をごらんいただきたいと思い

ますが、改修内容は立面図に斜線で表示いた

しました箇所の樹脂サッシ取りつけ及び鋼製

建具取りかえでございます。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第７３号足寄小学校大規模

改修（建具）工事請負契約についての件を採

決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。
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したがって、議案第７３号足寄小学校大規

模改修（建具）工事請負契約についての件

は、原案のとおり可決されました。

◎ 決議案第１号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第２ 決議

第１号議会のあり方調査特別委員会の設置に

関する決議の件を議題といたします。

本件につきましては、総合条例第６５条第

３項の規定により、提案理由の説明を省略を

いたします。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、決議案第１号議会のあり方調査

特別委員会の設置に関する決議の件を採決を

します。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、決議案第１号議会のあり方調

査特別委員会の設置に関する決議の件は、原

案のとおり可決されました。

議会のあり方調査特別委員会の委員の選任

については、総合条例第１１０条の規定によ

り、議長が会議に諮って指名することになっ

ております。

委員の指名のため、ここで暫時休憩をいた

します。

午後 １時３２分 休憩

午後 １時３９分 再開

○議長（吉田敏男君） 再開をいたします。

委員の選任については、総合条例第１１０

条第５項の規定によりまして、議席番号順に

いきます。

熊澤芳潔君、榊原深雪君、多治見亮一君、

木村明雄君、高道洋子君、髙橋健一君、髙橋

秀樹君、井脇昌美君、以上８名でございま

す。

以上８名を指名したいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、議会のあり方調査特別委員会

の委員はただいま指名をした８人を選任する

ことに決定をいたしました。

ここで暫時休憩をいたします。

休憩中に正副委員長の互選をお願いをいた

します。

午後 １時４０分 休憩

午後 １時４５分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

諸般の報告をいたします。

ただいま議会のあり方調査特別委員会の正

副委員長の互選が行われ、その結果の報告が

手元にまいりましたので報告をいたします。

委員長に、井脇昌美君。

副委員長に、榊原深雪君。

以上のとおりです。

◎ 意見書案第１号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第３ 意見

書案第１号北海道主要基幹農作物種子条例の

制定に関する意見書の件を議題といたしま

す。

本件につきましては、条例第６５条第３項

の規定により、提案理由の説明を省略をいた

します。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、意見書案第１号北海道主要基幹

農作物種子条例の制定に関する意見書の件を

採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、意見書案第１号北海道主要基

幹農作物種子条例の制定に関する意見書の件

は、原案のとおり可決されました。

◎ 請願第２号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第４ 請願

第２号空き地及び空き家を適正に管理するこ

との請願書の件を議題といたします。

ただいま議題となっております、請願第２

号空き地及び空き家を適正に管理することの

請願書の件は、総務産業常任委員会及び文教

厚生常任委員会、それぞれに付託し、閉会中

の審査にすることにしたいと思います。

これに異議はございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、請願第２号空き地及び空き家

を適正に管理することの請願書の件は、総務

産業常任委員会及び文教厚生常任委員会に付

託し、閉会中の審査にすることに決定をいた

しました。

◎ 議員派遣の件

○議長（吉田敏男君） 追加日程第５ 議員

派遣の件を議題といたします。

本件について、お手元に配付のとおり議員

を派遣したいと思いますが、これに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議ないものと認め

ます。

したがって、議員派遣の件は、原案のとお

り決定をいたしました。

◎ 所管事務調査の延期

○議長（吉田敏男君） 追加日程第６ 所管

事務調査期限の延期についての件を議題とい

たします。

総務産業常任委員会及び文教厚生常任委員

会に付託中の所管事務調査については、調査

が終わらないので同委員会から次期定例会ま

で期限を延期されたいとの要求がありまし

た。

お諮りをします。

委員会の要求のとおり、期限を延期するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、総務産業常任委員会及び文教

厚生常任委員会に付託中の所管事務調査につ

いては、調査の期限を委員会の要求のとおり

次期定例会まで延期することに決定をいたし

ました。

◎ 閉会中の継続調査申出書の件

○議長（吉田敏男君） 追加日程第７ 閉会

中の継続調査申出書の件を議題といたしま

す。

総務産業常任委員会、広報広聴常任委員会

及び議会運営委員会の委員長から、条例第１

３６条の規定によって、お手元に配付をいた

しましたとおり閉会中の継続調査の申し出が

あります。

ここで、お諮りをいたします。

委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調

査にすることに御異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、委員長の申し出のとおり、閉

会中の継続調査にすることに決定をいたしま

した。

◎ 閉会の議決

○議長（吉田敏男君） お諮りをいたしま

す。

本定例会の会議に付された事件は、全て終

了をいたしました。

したがって、総合条例第２８条の規定に

よって本日で閉会をしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本定例会は、本日で閉会する

ことに決定をいたしました。

◎ 閉会宣告

○議長（吉田敏男君） これで本日の会議を

閉じます。

平成３０年第２回足寄町議会定例会を閉会

をいたします。

午後 １時５０分 閉会


